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各
省
庁
、各
種
団
体
の
動
向
を
整
理

２
０
２
５
年
に
お
け
る

有
報
総
会
前
開
示
を
め
ぐ
る
動
向

第１章
【
こ
の
章
の
エ
ッ
セ
ン
ス
】

●
２
０
２
５
年
は
、金
融
担
当
大
臣
の
要
請

を
契
機
と
し
て
、有
価
証
券
報
告
書
の

総
会
前
開
示
が
大
き
く
動
い
た
１
年
で

あ
っ
た
。

●
各
省
庁
は
、有
報
の
総
会
前
開
示
に
向

け
た
環
境
整
備
や
法
制
面
の
整
理
等
を

進
め
た
。

は
じ
め
に

２
０
２
５
年
3
月
28
日
、
金
融
担
当
大

臣
は
、
株
主
総
会
前
の
適
切
な
情
報
提
供

に
つ
い
て
、
全
上
場
会
社
に
対
し
要
請
を

行
っ
た
。
当
該
要
請
に
お
い
て
は
、
有
価

証
券
報
告
書（
以
下
、「
有
報
」と
い
う
）の

提
出
は
、
本
来
、
株
主
総
会
の
３
週
間
以

上
前
に
行
う
こ
と
が
最
も
望
ま
し
い
と
考

え
ら
れ
る
が
、
有
報
を
株
主
総
会
前
の
望

ま
し
い
時
期
に
開
示
す
る
取
組
み
を
進
め

る
た
め
の
第
一
歩
と
し
て
、
今
年（
２
０

２
５
年
）か
ら
、
ま
ず
は
有
報
を
株
主
総

会
の
前
日
な
い
し
数
日
前
に
提
出
す
る
こ

と
を
検
討
す
る
よ
う
依
頼
し
て
い
る
⑴
。

こ
の
要
請
を
契
機
と
し
て
、
２
０
２
５

年
は
、
有
報
の
総
会
前
開
示
が
大
き
く
動

い
た
１
年
に
な
っ
た
。

以
下
で
は
、
各
省
庁
、
各
種
団
体
、

上
場
会
社
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
、

２
０
２
５
年
の
総
会
前
開
示
を
め
ぐ
る
動

き
を
確
認
し
て
お
き
た
い（
図
表
１
）。

な
お
、
第
２
章
も
含
め
て
、
文
中
意
見

に
わ
た
る
部
分
は
、
筆
者
の
個
人
的
見
解

で
あ
り
、
所
属
す
る
法
人
・
団
体
の
意
見

で
は
な
い
こ
と
を
あ
ら
か
じ
め
お
断
り
申

し
上
げ
る
。

⑴　

あ
わ
せ
て
、
２
０
２
５
年
3
月
期
以
降
の
有
報
の
提
出

状
況
に
つ
い
て
実
態
把
握
を
行
い
、
有
報
レ
ビ
ュ
ー
の
重

点
テ
ー
マ
審
査
に
お
い
て
株
主
総
会
前
の
提
出
を
行
わ
な

か
っ
た
場
合
の
今
後
の
予
定
等
に
つ
い
て
調
査
を
行
う
こ

と
を
示
唆
し
て
い
る
。

各
省
庁
の
対
応

⑴
　
金
融
庁

金
融
庁
は
、
２
０
２
４
年
12
月
、「
有
価

証
券
報
告
書
の
定
時
株
主
総
会
前
の
開
示

に
向
け
た
環
境
整
備
に
関
す
る
連
絡
協
議

会
」（
以
下
、「
連
絡
協
議
会
」と
い
う
）を
設

置
し
、
２
０
２
５
年
６
月
ま
で
に
３
回
の

会
合
を
開
催
し
た
。
連
絡
協
議
会
と
し
て

の
取
り
ま
と
め
は
行
っ
て
い
な
い
が
、
第

３
回
会
合
に
お
い
て
、
金
融
庁
の
今
後
の

取
組
方
針
を
公
表
し
た（
取
組
み
の
内
容

等
に
つ
い
て
図
表
２
参
照
）。

ま
た
、
金
融
担
当
大
臣
の
要
請
と
同
時

に
、
金
融
庁
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
に
有
報
の
定

時
株
主
総
会
前
の
開
示
に
関
す
る
特
集
サ

イ
ト
を
立
ち
上
げ
て
、
総
会
前
開
示
の
実

現
方
法
、
金
融
担
当
大
臣
の
要
請
文
、
連

絡
協
議
会
の
会
議
情
報
へ
の
リ
ン
ク
、
有

報
を
株
主
総
会
前
に
提
出
す
る
場
合
の
留

意
点
等
の
情
報
を
紹
介
し
て
い
る
⑵
。

次
に
、
金
融
庁
は
、
２
０
２
５
年
6
月

に「
経
済
財
政
運
営
と
改
革
の
基
本
方
針

２
０
２
５
」（
骨
太
方
針
２
０
２
５
）、「
新

し
い
資
本
主
義
の
グ
ラ
ン
ド
デ
ザ
イ
ン
及

び
実
行
計
画
２
０
２
５
年
改
訂
版
」を
踏

ま
え
、「
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
ガ
バ
ナ
ン
ス
改
革

の
実
質
化
に
向
け
た
ア
ク
シ
ョ
ン
・
プ
ロ

グ
ラ
ム
２
０
２
５
」（
以
下
、「
ア
ク
シ
ョ

ン
・
プ
ロ
グ
ラ
ム
」と
い
う
）を
公
表
し
た
。

ア
ク
シ
ョ
ン
・
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
お
い
て
は
、

有
報
の
総
会
前
開
示
に
つ
い
て
、
コ
ー
ポ

レ
ー
ト
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
の
見
直
し

等
と
と
も
に
、
株
主
総
会
資
料
の
書
面
交

付
の
不
要
化
・
電
子
化
を
含
め
た
株
主
総

会
に
係
る
法
制
面
の
整
理
等
の
推
進
策
に

つ
い
て
、
関
係
省
庁（
法
務
省
・
経
済
産

業
省
）と
の
連
携
を
進
め
る
こ
と
や
有
報

の
記
載
事
項
の
整
理（
ス
リ
ム
化
を
含
む
）

を
検
討
す
る
と
し
て
い
る
。

そ
の
後
、
２
０
２
５
年
８
月
に
開
催
さ

れ
た「
法
制
審
議
会
会
社
法
制（
株
式
・
株

主
総
会
等
関
係
）部
会
」（
以
下
、「
法
制
審

部
会
」と
い
う
）⑶
の
第
５
回
会
議
に
お
い

て
、
有
報
の
総
会
前
開
示
の
進
展
を
踏
ま

え
た
規
律
の
見
直
し
を
議
論
、
２
０
２
５

年
10
月
に
は「
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
ガ
バ
ナ
ン


